
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２７年７月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２７年１月５日 １６時４０分ごろ 

発生場所 備讃瀬戸東航路東口付近 

 地蔵埼灯台から真方位２１６°１,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.２７′ 東経１３４°１３.５３′） 

インシデント調査の経過  平成２７年２月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 第二若
わか

吉
よし

丸、９９９トン 

 １４０３３１、若吉海運株式会社 

 ７９.９０ｍ×１２.００ｍ×５.７０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成１８年４月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年７月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月１日 

  免状有効期間満了日 平成２９年７月８日 

機関長 男性 ５１歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年５月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２９年５月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか７人が乗り組み、備讃瀬戸東航路東口付

近を西進中、平成２７年１月５日１６時４０分ごろ、機関室からドーン

という異音を生じた。 

操舵室にいた機関長は、機関室へ行ったところ、主機の３番シリンダ

付近で潤滑油が漏れ出していたので、主機を停止するよう船長に依頼し

たものの、備讃瀬戸東航路付近を航行していたことから、主機の回転数

を下げてもらうことにした。 

機関長は、本船が香川県小豆島町の池田湾に錨泊して主機を停止し、
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主機の製造業者の指示を受けながら３番シリンダのシリンダヘッドカバ

ーを開放し、内部を点検したところ、ロッカーアーム（カムと連動する

プッシュロッドの上下の動きを吸気弁及び排気弁に伝達し、両弁を開閉

させる部品）が脱落し、吸気弁の１本が紛失していることに気付いた。 

本船は、６日、主機製造業者が３番シリンダヘッドを開放して点検を

行ったところ、吸気弁のコッタ（吸気弁及び排気弁の弁棒部の加工溝部

にはめ込み、両弁がシリンダ内に脱落しないように固定する２つ割の金

具）の爪部が衰耗して外れ、吸気弁がシリンダ内に脱落してピストン頂

部を貫通していることが判明した。 

本船は、その後、造船所で詳細に点検を行ったところ、過給機のター

ビンノズルリング及びロータも破損していることが判明し、修理され

た。 

（写真１ 衰耗したコッタの状況、写真２ ３番シリンダヘッド部

（上部）の状況、写真３ ３番シリンダヘッド部（下部）の状況、 

写真４ ３番シリンダのピストン頂部の状況 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本船は、平成２５年５月に中古で購入され、購入以前の主機の整備 

状況が明らかでなく、購入後、主機のコッタが一度も交換されていなか

った。 

本船は、平成２６年６月の定期検査時に主機の開放整備を行ってい

た。 

機関長は、平成２６年９月に本船に乗船し、１２月に主機のシリンダ

ヘッドカバーを開放して目視による点検を行ったが、異常は認めなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、備讃瀬戸東航路東口付近を西進中、主機３番シリンダの吸気

弁に使用されていたコッタの爪部が、経年使用によって衰耗して外れ、

吸気弁がシリンダ内に脱落したことから、シリンダヘッドとピストン 

頂部とに挟撃されてピストン等が損傷し、主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、備讃瀬戸東航路東口付近を西進中、主

機３番シリンダの吸気弁に使用されていたコッタの爪部が、経年使用に

よって衰耗して外れ、吸気弁がシリンダ内に脱落したため、シリンダヘ

ッドとピストン頂部とに挟撃されてピストン等が損傷し、主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機のシリンダヘッドの開放整備時には、コッタ及び吸排気弁の

コッタ当たり面の点検を入念に行うこと。 
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写真１ 衰耗したコッタの状況 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ３番シリンダヘッド部（上部）の状況 
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写真３ ３番シリンダヘッド部（下部）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ ３番シリンダのピストン頂部の状況 
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